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米穀の直接販売分の証明書類の添付省略に関する申出書


　収入減少影響緩和交付金に係る米穀の直接販売分の証明書類について、枚数が非常に多く、申請に係る負担が大きいため、添付を省略することを申し出ます。
　なお、添付を省略するにあたって、下記の事項について遵守することを誓約します。


記

１　証明書類は、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から５年間保存するとともに、地方農政局の職員が検査を実施する場合には速やかに開示いたします。

２　検査の結果、交付申請を行った数量に誤りが発見され、再計算の結果、交付金が過大となっていた場合には、過大分の交付金について速やかに返還いたします。

３　また、交付金が過小であった場合にあっては、追加交付は行われないことについて了承し、異議を申し立てません。






